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１．生乳生産構造の変化
（１）酪農家の階層分化と生乳生産の集中
酪農家１戸当たりの年間出荷乳量に着目して、近年
における生乳生産構造の動向をみると、2010 年度の北
海道では、年間出荷乳量 300トン以上の酪農家の占め
る割合が 74.3％（2006年度 71.9％）、そのうち 600トン
以上が 29.7％（同 23.5％）で、酪農家１戸当たりの平
均年間出荷乳量は 581トン（同 512 トン）になってい
る（図１）。

拡大が顕著な北海道で、60歳代までの各年齢階層にお
いて年間出荷乳量 300トン以上の酪農家が大宗を占め
ている。また、戸数は少ないものの、北海道の 40歳
未満層では、年間出荷乳量 300トン以上の酪農家の占
める割合が 84.0％、そのうち 600トン以上が 33.6％で、
酪農家１戸当たりの平均年間出荷乳量は 552トンであ
る。他方、都府県における 40歳未満層では、300トン
以上が 51.0％、600トン以上が 19.1％、平均年間出荷乳
量は 377トンである。
両地域ともに、とくに経営主年齢 40歳未満層にお
いて、年間出荷乳量 600トン以上の大規模経営への生
産集中が徐々に進んでいる。これに対して、60歳以上
層における大規模経営への生産集中度は、両地域とも
に平均を下回っている。また、70歳以上の経営主の占
める割合が 10％を超えている都府県では、この年齢階
層における年間出荷乳量 300トン未満の酪農家戸数が
87.2％を占めている（表１）。
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酪農全国基礎調査の概要

　本会議は 2011 年度、指定団体をはじめ全国の生乳生産者団体の協力を得て、「酪農全国基礎調査」
を実施した。調査では、わが国酪農が直面している問題、とくに生乳生産力を低迷・衰退させている要
因を明らかにし、酪農経営の発展方向を検討することを目的とした。調査対象は、指定団体傘下の酪農
家から無作為に抽出した 3,000 戸で、回答率は 90％であった。以下では、調査結果の概要を紹介する。

図１　北海道の年間出荷乳量別酪農家戸数（構成比）

図２　都府県の年間出荷乳量別酪農家戸数（構成比）

都府県では、300 トン以上が 33.3％（同 28.3％）、そ
のうち 600トン以上が 8.5％（同 6.4％）を占めており、
酪農家１戸当たりの平均年間出荷乳量は 312トン（同
270）である（図２）。北海道と都府県の酪農家１戸当
たりの平均年間出荷乳量には大きな差が見られるもの
の、両地域共に酪農家の階層分化と大規模経営への生
産集中が併進している。

（２）経営主年齢と経営規模
生乳生産構造を経営主の年齢階層別にみると、規模

（３）担い手の確保と経営規模

後継者の確保状況と大規模経営の占める割合との間
には、両地域で共通の傾向がみられ、「後継者が決まっ
ている経営」で大規模経営の占める割合が高く、「後
継者がいない経営」では低くなっている。具体的に
は、「後継者が決まっている経営」では、年間出荷乳量
300 トン以上の割合が北海道で 81.6％（600 トン以上、

表１　酪農教育ファーム認証牧場・ファシリテーター数の推移
単位：戸、トン、％

経営主年齢 酪農家数 平均乳量 300トン未満 300～600 600トン以上 無回答 計

北
海
道

40歳未満 137 552.1 15.3 50.4 33.6 0.7 100.0 
40～50歳 219 581.8 21.8 48.4 28.3 1.5 100.0 
50～60歳 355 602.2 24.8 43.4 30.7 1.1 100.0 
60～70歳 201 556.3 29.5 41.9 26.9 1.7 100.0 
70歳以上 10 189.2 90.0 0.0 10.0 0.0 100.0 

都
府
県

40歳未満 94 377.1 49.0 31.9 19.1 0.0 100.0 
40～50歳 249 343.3 56.5 32.4 10.8 0.3 100.0 
50～60歳 607 314.7 61.6 30.1 8.1 0.2 100.0 
60～70歳 556 320.9 69.8 21.1 7.9 1.2 100.0 
70歳以上 180 161.5 87.2 8.5 3.9 0.4 100.0 
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41.1％）、都府県で 53.8％（同 16.5％）を占めている。
これに対して、「後継者が決まっていない経営」で
は北海道で 77.2％（同 28.8％）、都府県で 30.1％（同
6.6％）、「後継者がいない経営」では北海道で55.0％（同
13.5％）、都府県で 17.9％（同 2.6％）を年間出荷乳量
300トン以上の経営が占めている（表２）。

が比較的高くなっている。これらの酪農家での後継者
の決定状況は、今後の酪農家戸数や生乳生産量の推移
に大きな影響を及ぼすことになろう。

（２） 土地利用面積の地域間・経営間格差
１）経産牛１頭当たり経営耕地面積の縮小
酪農家１戸当たりの平均経営耕地面積には、北海道
が65.4ha、都府県が 7.5haと大きな差がみられる。北海
道では 50ha 以上 75ha 未満を中心に、その前後の階層
に酪農家戸数が集中しているのに対して、都府県では
１ha以上 10ha 未満の酪農家戸数が過半数を占めてい
る。
経産牛飼養頭数の増加に伴い、１頭当たりの経営耕
地面積が小さくなる傾向は両地域に共通してみられる。
両地域共に、経産牛飼養頭数の多い酪農家ほど経営
耕地面積が拡大する傾向にあるが、経産牛１頭当たり
の経営耕地面積を比較すると、北海道が 1.07ha である
のに対して、都府県では 0.27ha にすぎない。また両地
域共に、経産牛１頭当たり出荷乳量が多い経営ほど、
経産牛１頭当たり経営耕地面積が小さくなる傾向がみ
られる（表４）。個体乳量の増加を優先する経営計画の
中で、経営耕地面積の拡大という課題への対応は先送
りされていることが推察される。

２．経営要素をめぐる状況
（１） 労働力の高齢化と担い手確保の困難性
１）経営主の高齢化
経営主の平均年齢は、北海道が 51.3 歳（2006 年度
50.5 歳）、都府県が 57.2 歳（同 56.1 歳）で両地域共に
高齢化が進んでおり、両地域における平均年齢の差は
わずかに拡大している。経営主の年齢階層別構成は、
北海道では 50 歳代が 38.0％、40 歳代が 23.4％、60 歳
代が 21.5％、都府県では 50 歳代が 35.5％、60 歳代が
32.4％、40歳代が 14.6％で、60歳以上の経営主の占め
る割合が比較的高いことが、都府県における経営主の
平均年齢が北海道よりも高い要因であると言える。

２）経営計画と後継者の決定
３年後の経営計画と後継者の決定状況との関係をみ
ると、「規模拡大して経営を継続する」酪農家における
「後継者が決まっている」割合が、北海道で 76.6％、都
府県で 65.4％となっている。しかし、「後継者がいない」
酪農家が占める割合は、両地域共に、「規模縮小して経
営を継続する」と「他の農業部門へ経営転換する」酪
農家、とくに「農業経営を中止する」酪農家で高くなっ
ている（表３）。

なお両地域共に、「現状規模で経営を継続する」酪農
家で、「後継者が決まっていない」酪農家の占める割合

さらに北海道においては、「規模拡大して経営を継
続する」酪農家で、経産牛１頭当たり経営耕地面積が
0.87ha と平均を大きく下回っている。この実態は、土
地資源に恵まれた北海道においても、経産牛飼養頭数
の増加と、それに見合った経営耕地面積の拡大という
２つの目標を同時に達成することが困難であることを
示唆している。

２）自給飼料生産の低迷
酪農家１戸当たりの飼料作物の年間延べ作付面積を
みると、北海道が63.6ha、都府県が 9.6haとなっており、
両地域共に経産牛飼養頭数の多い酪農家ほど作付面積
が拡大する傾向にある。しかし、経産牛１頭当たりの
飼料作物の年間延べ作付面積をみると、北海道の平均
が 0.98ha、都府県が 0.31ha で、経産牛飼養頭数の増加
に伴い１頭当たりの作付面積が小さくなる傾向が両地

表２　後継者の確保状況と年間出荷乳量
単位：戸、％

酪農家数 平均乳量 300トン未満 300～600 600トン以上 無回答 計

北
海
道

決まっている 301 743.3 16.9 40.5 41.1 1.5 100.0 
決まってない 215 553.4 22.3 48.4 28.8 0.5 100.0 
後継者いない 200 376.3 43.0 41.5 13.5 2.0 100.0 

都
府
県

決まっている 478 460.9 45.1 37.3 16.5 1.1 100.0 
決まってない 481 271.0 69.1 23.5 6.6 0.8 100.0 
後継者いない 527 197.3 81.8 15.3 2.6 0.3 100.0 

表３　３年後の経営計画と後継者の決定状況
単位：戸、％

酪農家数 決まっている 決まってない 後継者いない 計

北
海
道

規模拡大して継続 137 76.6 19.0 4.4 100.0 
現状規模で継続 447 39.1 34.5 26.4 100.0 
規模縮小して継続 45 8.9 28.9 62.2 100.0 
他部門へ経営転換 15 26.7 13.3 60.0 100.0 
農業経営を中止 15 0.0 20.0 80.0 100.0 
わからない 55 23.6 27.3 49.1 100.0 

都
府
県

規模拡大して継続 185 65.4 27.0 7.6 100.0 
現状規模で継続 895 33.7 35.3 31.0 100.0 
規模縮小して継続 157 14.0 31.2 54.8 100.0 
他部門へ経営転換 53 5.7 34.0 60.3 100.0 
農業経営を中止 38 2.6 7.9 89.5 100.0 
わからない 152 18.4 27.0 54.6 100.0 

表４　経産牛１頭当たりの生乳出荷乳量と平均経営耕地面積
単位：kg、戸、ha

経産牛１頭当たり生乳出荷乳量
5,000kg

未満
5,000～

6,000未満
6,000～

7,000未満
7,000～

8,000未満
8,000～

9,000未満
9,000～

10,000未満
10,000kg

以上

北海道
酪農家数 51 82 155 218 206 132 76 
耕地面積 1.4 1.2 1.1 1.2 1.0 0.9 1.0 

都府県
酪農家数 127 121 251 408 395 244 154 
耕地面積 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 



06 Japan Dairy Council No.539

SPECIAL REPORT

域に共通している。
酪農家１戸当たり飼料作物の年間延べ作付面積にお
いては、北海道が都府県の 6.6 倍であるのに対し、経
産牛１頭当たりでは 3.2 倍となり、両地域の格差は縮
小する。これは、経営耕地面積の場合と同様に、北海
道における飼料作物作付面積の拡大が経産牛飼養頭数
の増加と同一歩調では進んでいないことを示している。
なお、経営耕地を放牧利用している酪農家の割合は、
北海道が 45.3％、都府県が 9.1％で、経産牛１頭当たり
の放牧地面積は各々0.27ha、0.10haである。

（３）乳牛資源確保の地域間・経営間格差
１）搾乳後継牛の確保
搾乳後継牛の確保状況を示す指標として、未経産牛
飼養頭数の経産牛飼養頭数に対する比率（未経産牛比
率）をみると、北海道が 0.61、都府県が 0.34 で、両地
域の間に大きな差がある。この未経産牛比率を経営規
模別にみると、北海道においては大規模経営層、つま
り１戸当たり経産牛飼養頭数の多い酪農家ほど比率が
高く、都府県においても 150頭以上層を除いて同様の
傾向がある。
また、搾乳後継牛を確保するため経産牛、初妊牛、
子牛・育成牛を導入する酪農家があるが、そのうち初
妊牛を導入する酪農家の割合が最も高い。酪農家が１
年間に導入した初妊牛頭数の平均は、北海道が14.5 頭、
都府県が 8.1 頭であった。

２）乳用種産子率の動向
搾乳後継牛の確保あるいは乳牛資源の増殖という観
点から、乳牛の産子が乳用種である割合（乳用種産子
率）が問題となるが、乳用種産子率は北海道が 78.0％、
都府県が 48.5％で、都府県で交雑種の占める割合が高
くなっている。北海道では、経産牛飼養頭数の多い経
営ほど乳用種産子率が高くなり、都府県でも 100頭以
上層を除いて同様の傾向がみられる。
また、経営主の年齢と乳用種産子率の関係をみると、
北海道と都府県において経営主の年齢が若い酪農家ほ
ど乳用種産子率が高くなる傾向にある（表５）。さらに、
経産牛１頭当り出荷乳量と乳用種産子率の関係では、
両地域共に、経産牛１頭当り出荷乳量の多い酪農家ほ
ど乳用種産子率が高い傾向がみられる（表６）。これは、
若い経営主ほど産乳能力の高い牛群の育成を強く望ん
でいることの傍証と言えよう。

３）平均産次数の減少

廃用時の平均産次数は、北海道が4.2 産、都府県が 3.9
産と地域差は小さく、両地域共に、経産牛飼養頭数の
多い酪農家ほど少なくなる傾向がある。この経産牛飼
養頭数による平均産次数の差は、北海道よりも都府県
で大きい。また北海道では、経産牛１頭当り出荷乳量
の多い酪農家ほど、また経営主年齢の若い酪農家ほど、
廃用時平均産次数が少ない酪農家の占める割合が高い
傾向がみられる。

３．酪農経営の展開方向
（１）生乳生産の制約要因
多くの酪農家が指摘する生乳を増産できない理由は、
北海道では「酪農制度・政策、乳価、及び飼料価格等
の先行きが不透明であること」、「労働力不足により乳
牛の飼養管理が限界であること」であった。都府県では、
「経営者が高齢化していること」、「飼料価格の先行きが
不透明であること」であった。
北海道では、経産牛飼養頭数の増加に伴い、「酪農制
度・政策の先行きが不透明であること」を、増産でき
ない理由として指摘する酪農家の割合が高くなる傾向
がみられる。また、「後継者が決まっている」酪農家に
おいて、「酪農制度・政策の先行きが不透明であること」
を生乳生産の制約要因として指摘する割合がとくに高
い（表７）。

他方、都府県の「経営者が高齢化している」ために
増産できない酪農家では、「経営主年齢が 70歳以上、
後継者がいない」の割合がとくに高い（表８）。また、「後
継者が決まっている」酪農家では、「飼料価格の先行き
が不透明であること」を増産できない理由として指摘
する割合が高い。

表５　経営主年齢と乳用種産子率
単位：戸、％

経営主年齢
40歳未満 40～50未満 50～60未満 60～70未満 70歳以上 平均

北海道
酪農家数 137 219 355 201 10 －

乳用種産子率 79.8 81.4 78.7 71.8 64.5 78.0 

都府県
酪農家数 94 249 607 556 180 －

乳用種産子率 56.0 55.5 51.8 43.6 37.9 48.5 

表６　経産牛１頭当たりの生乳出荷乳量と乳用種産子率
単位：戸、％

経営主年齢
5,000kg

未満
5,000～

6,000未満
6,000～

7,000未満
7,000～

8,000未満
8,000～

9,000未満
9,000～

10,000未満
10,000kg

以上

北海道
酪農家数 51 82 155 218 206 132 76 

乳用種産子率 74.6 71.8 74.0 77.3 80.0 82.7 85.0 

都府県
酪農家数 127 121 251 408 395 244 154 

乳用種産子率 45.0 41.0 44.5 50.8 50.0 49.8 51.2 

表７　「酪農制度・政策の先行きが不透明」を
増産できない理由としている酪農家の割合

酪農家数
後継者の決定状況

決まっている 決まってない 後継者いない
北海道 716 61.8 56.3 47.5 
都府県 1486 47.1 34.1 31.5 
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（２）経営支援組織の活用状況

　北海道と都府県の両地域において、多くの酪農家が
外部委託した作業は、「人工授精、削蹄、酪農ヘルパー」
である。「人工授精」を外部化した酪農家の割合は、北
海道において経産牛飼養頭数の多い階層ほど高く、都
府県で逆に低くなる傾向がみられる。「削蹄」について
は、両地域共に経産牛飼養頭数の多い階層ほど外部化
する酪農家の割合が高い。「酪農ヘルパー」については、
北海道で100頭未満層まで、都府県で 50頭未満層まで、
経産牛飼養頭数の増加に伴い外部化の割合が高くなり、
それ以上では低くなっている。これは、大規模層ほど
従事者の確保が容易である状況を反映していると言え
る。
　また北海道では、経産牛１頭当り出荷乳量の多い酪
農家と経営主年齢の若い酪農家で、「酪農ヘルパー、人
工授精、削蹄」という経営支援組織を活用した割合が
高い（表９）。

ると、北海道は経産牛飼養頭数 30頭以上 150 頭未満、
都府県は 20頭以上 100頭未満で、この意向を示す酪農
家の割合が各々の平均値を上回っている。また、経営
主の年齢別では、北海道の 40歳代で 70.8％、都府県の
50歳代で 69.5％と、「現状規模で経営を継続する」とい
う意向をもつ酪農家の割合が最も高くなっている。
　他方、「規模拡大して経営を継続する」酪農家の割合
は、北海道で19.7％、都府県で12.9％である。この割合は、
北海道で従事者が５人以上の経営（36.4％）と後継者が
決まっている経営（34.9％）で比較的高く、経産牛飼養
頭数を 10～ 20％増加する酪農家の占める割合が高い。
都府県では、経営主年齢が 40歳未満の経営（28.7％）
と従事者が５人以上の経営（30.2％）で割合が高く、前
者では経産牛飼養頭数を 10％未満の増加、後者では 10
～ 20％増加する酪農家の占める割合が高い。

２）経営意向に影響する要因
　酪農経営を継続する上で経営主が期待する事項につ
いては、「乳価の安定」をあげている酪農家の占める割
合が北海道で 88.7％、都府県で 84.3％と突出している。
これは、経営規模別、経営主年齢別にみても、両地域
に共通した傾向である。次に期待度の大きい事項は、
北海道で「酪農振興施策の充実」（59.4％）、都府県で「生
産資材の安定供給」（51.1％）である。
　また、仮にＴＰＰ等により乳製品貿易が完全自由化
された場合の対応については、「少し様子をみてから決
める」酪農家の占める割合が、北海道で 65.6％、都府
県で 72.3％と最も高い。北海道、都府県ともに、「経営
主の年齢、従事者数、後継者の決定状況」に関わらず、
ほぼ同じ傾向がみられる。
　なお、北海道では、「従事者１人」と「後継者がいない」
酪農家で「すぐに廃業する」割合と、「規模拡大して経
営を継続する」酪農家で「すぐに規模拡大する」割合
とが比較的高い。また都府県では、「従事者５人以上」
の酪農家で、「すぐに規模拡大する」割合が比較的高い。

（３）3 年後の経営展開

１）経営規模、経営主年齢、後継者確保と経営意向
　３年後において「現状規模で経営を継続する」と
いう意向をもつ酪農家の割合が最も高く、北海道で
63.9％、都府県で 60.6％を占めている。経営規模別にみ

　他方、都府県では「酪農ヘルパー」と「削蹄」につ
いて北海道と同じ傾向がみられるが、「人工授精」につ
いては北海道とは逆に、経営主年齢の若い酪農家で活
用する割合が低下する傾向にある（表10）。

表10　経営主年齢と人工授精を外部化している酪農家の割合
単位：戸、％

経営主年齢
40歳未満 40～50未満 50～60未満 60～70未満 70歳以上 平均

北海道
酪農家数 137 219 355 201 10 －
外部化率 83.9 80.8 74.1 77.1 50.0 77.2 

都府県
酪農家数 94 249 607 556 180 －
外部化率 46.8 55.0 58.2 55.8 63.3 57.1 

表９　北海道の経産牛１頭当たり生乳生産量と
経営支援組織を利用している酪農家の割合

単位：戸、％　

酪
農
家
数

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11
飼
料
生
産（
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ン
ト
ラ
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タ
ー
）

飼
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・
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給

（
Ｔ
Ｍ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
）

乳
牛
の
哺
育
・
育
成

人
工
授
精

ふ
ん
尿
処
理

削
蹄

税
務
申
告（
税
務
士
）

経
営
管
理（
民
間
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
）

ヘ
ル
パ
ー

特
に
な
し

無
回
答

北　海　道 933 37.8 6.3 18.4 77.2 24.5 79.5 34.5 3.1 81.6 1.5 2.4

１
頭
当
り
出
荷
乳
量

5,000kg未満 51 17.6 2.0 11.8 66.7 11.8 62.7 25.5 － 47.1 2.0 7.8
6,000kg未満 82 19.5 3.7 14.6 64.6 14.6 64.6 15.9 － 72.0 3.7 6.1
7,000kg未満 155 28.4 1.3 13.5 75.5 24.5 73.5 32.9 2.6 79.4 1.3 3.2
8,000kg未満 218 43.1 4.1 16.5 75.7 29.4 75.7 39.9 1.4 83.5 2.3 1.8
9,000kg未満 206 43.2 10.7 19.9 84.0 26.2 87.4 32.5 3.9 86.4 1.0 1.0
10,000kg未満 132 47.0 9.8 25.0 81.1 21.2 88.6 43.2 8.3 90.2 0.8 －
10,000kg以上 76 48.7 11.8 28.9 82.9 35.5 93.4 40.8 2.6 89.5 － －

表８　「経営主の高齢化」を
増産できない理由としている酪農家の割合

酪農家数
後継者の決定状況

決まっている 決まってない 後継者いない
北海道 716 25.6 41.9 57.0 
都府県 1486 29.9 44.9 64.3 


